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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　既登録通信端末装置との間において通信する管理装置であって、
　自装置への通信が許可された通信端末装置の識別情報である許可識別情報を記憶する記
憶部と、
　装置を識別する識別情報を有する登録対象通信端末装置から、自装置への通信の許可を
要求する許可要求を受信する許可要求受信部と、
　前記登録対象通信端末装置と自装置との間の通信を許可するか否かを示す通信許可情報
の送信を前記既登録通信端末装置に指示する指示部と、
　前記既登録通信端末装置から前記通信許可情報を受信する通信許可情報受信部と、
　前記通信許可情報受信部が受信する前記通信許可情報が、前記登録対象通信端末装置と
自装置との間の通信を許可することを示す場合、前記識別情報を前記許可識別情報として
登録する登録部と、
　前記許可識別情報に前記識別情報が登録されているか否かに基づいて、前記登録対象通
信端末装置と通信するか否かを判定する通信判定部と、
　前記通信判定部の判定結果に基づいて、前記登録対象通信端末装置と通信する通信部と
、
　を備え、
　前記登録対象通信端末装置と、自装置とは、
　自装置が提供する無線通信方式によって無線通信し、
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　前記通信判定部は、
　前記識別情報が前記許可識別情報に登録されている場合であって、かつ前記登録対象通
信端末装置が前記無線通信方式の前記無線通信に接続可能な位置に存在する場合に、自装
置と前記登録対象通信端末装置との間において通信すると判定する、
　を備える管理装置。
【請求項２】
　前記識別情報とは、
　移動体通信網を介した通信において通信端末装置の識別に用いられる加入者情報であっ
て、
　前記通信部は、
　前記通信判定部の判定結果に基づいて、前記移動体通信網を介した無線通信により前記
登録対象通信端末装置と通信する、
　請求項１に記載の管理装置。
【請求項３】
　前記通信判定部は、
　前記識別情報が前記許可識別情報に登録されている場合、自装置と前記登録対象通信端
末装置との間において通信すると判定し、前記識別情報が前記許可識別情報に登録されて
ない場合、自装置と前記登録対象通信端末装置との間において通信しないと判定する、
　請求項１又は請求項２に記載の管理装置。
【請求項４】
　前記通信判定部は、
　前記識別情報が前記許可識別情報に登録されている場合であって、前記通信許可情報が
前記登録対象通信端末装置と自装置との間の通信を許可することを示す場合、前記通信許
可情報受信部が前記通信許可情報を受信してから所定の時間、自装置と前記登録対象通信
端末装置との間において通信すると判定する、
　請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の管理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、管理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯電話等の通信端末装置と、通信端末装置の情報を管理するサーバ等の管理装
置とがネットワークを介して接続され、通信端末装置に保存される情報を管理装置と共有
する技術が知られている（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－１８１８６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、携帯電話のユーザは、自身が使用する携帯電話の情報をサーバ等の管理装置に
保存しつつ、保存した情報を他者と共有したいと考える場合がある。また、ユーザは、ユ
ーザが許可する他者にのみ情報を共有したいと考える場合がある。
　しかしながら、ユーザが、携帯電話の操作やネットワークの設定について不得手である
場合、管理装置及び携帯電話の設定を行うことが困難である場合があった。
　本発明は、上記問題に鑑みて為されたものであり、管理装置に保存した情報の共有に係
る設定を支援する仕組みを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００５】
　（１）本発明の一態様は、既登録通信端末装置との間において通信する管理装置であっ
て、自装置への通信が許可された通信端末装置の識別情報である許可識別情報を記憶する
記憶部と、装置を識別する識別情報を有する登録対象通信端末装置から、自装置への通信
の許可を要求する許可要求を受信する許可要求受信部と、前記登録対象通信端末装置と自
装置との間の通信を許可するか否かを示す通信許可情報の送信を前記既登録通信端末装置
に指示する指示部と、前記既登録通信端末装置から前記通信許可情報を受信する通信許可
情報受信部と、前記通信許可情報受信部が受信する前記通信許可情報が、前記登録対象通
信端末装置と自装置との間の通信を許可することを示す場合、前記識別情報を前記許可識
別情報として登録する登録部と、前記許可識別情報に前記識別情報が登録されているか否
かに基づいて、前記登録対象通信端末装置と通信するか否かを判定する通信判定部と、前
記通信判定部の判定結果に基づいて、前記登録対象通信端末装置と通信する通信部と、を
備ええ、前記登録対象通信端末装置と、自装置とは、自装置が提供する無線通信方式によ
って無線通信し、前記通信判定部は、前記識別情報が前記許可識別情報に登録されている
場合であって、かつ前記登録対象通信端末装置が前記無線通信方式の前記無線通信に接続
可能な位置に存在する場合に、自装置と前記登録対象通信端末装置との間において通信す
ると判定する、管理装置である。
【０００６】
　（２）本発明の一態様は、上記（１）に記載の管理装置において、前識別情報とは、移
動体通信網を介した通信において通信端末装置の識別に用いられる加入者情報であって、
前記通信部は、前記通信判定部の判定結果に基づいて、前記移動体通信網を介した無線通
信により前記登録対象通信端末装置と通信する。
【０００７】
　（３）本発明の一態様は、上記（１）又は（２）に記載の管理装置において、前記通信
判定部は、前記識別情報が前記許可識別情報に登録されている場合、自装置と前記登録対
象通信端末装置との間において通信すると判定し、前記識別情報が前記許可識別情報に登
録されてない場合、自装置と前記登録対象通信端末装置との間において通信しないと判定
する。
【０００８】
　（４）本発明の一態様は、上記（１）から（３）のいずれかに記載の管理装置において
、前記通信判定部は、前記識別情報が前記許可識別情報に登録されている場合であって、
前記通信許可情報が前記登録対象通信端末装置と自装置との間の通信を許可することを示
す場合、前記通信許可情報受信部が前記通信許可情報を受信してから所定の時間、自装置
と前記登録対象通信端末装置との間において通信すると判定する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、管理装置に保存した情報の共有に係る設定を支援することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施形態に係るＮＡＳ装置及び通信端末装置の概要を示す図である。
【図２】本実施形態に係るＮＡＳ装置及び通信端末装置の機能構成の一例を示す図である
。
【図３】本実施形態に係る通信許可情報を取得する際の表示部の一例を示す図である。
【図４】本実施形態に係るＮＡＳ装置の動作の一例を示す第１の流れ図である。
【図５】本実施形態に係る許可識別情報の一例を示す表である。
【図６】本実施形態に係るＮＡＳ装置の動作の一例を示す第２の流れ図である。
【図７】本実施形態に係るＮＡＳ装置の動作の一例を示す第３の流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
［実施形態］
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　以下、図を参照して本発明の実施形態について説明する。
【００１３】
＜ＮＡＳ装置の概要＞
　図１は、本実施形態に係るＮＡＳ装置１０及び通信端末装置２０の概要を示す図である
。
　ＮＡＳ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｅｒｖｅｒ）装置１０は、通信端末装置２
０から受信するデータ（例えば、音楽、写真及び動画等）を管理する。ＮＡＳ装置１０は
、ハードディスクドライブやＲＯＭ（Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ－ｍｅｍｏｒｙ）などの記憶部
１４０を備えている。この記憶部１４０には、通信端末装置２０から送信される写真や動
画、音楽などのデータが保存される。この記憶部１４０に記憶されるデータは、通信端末
装置２０が読み出すことも可能である。この場合、ＮＡＳ装置１０は、通信端末装置２０
のファイルサーバとして機能する。以降の説明において、記憶部１４０に記憶される写真
や動画、音楽などのデータを総称してコンテンツ情報ＣＴと記載する。
【００１４】
　ＮＡＳ装置１０は、通信端末装置２０との間のデータの送受信を、無線通信によって行
う。以降の説明において、ＮＡＳ装置１０と通信端末装置２０との間の無線通信のうち、
ＮＡＳ装置１０が管理するコンテンツ情報ＣＴの送受信に係る通信を「コンテンツ通信」
と記載する。コンテンツ通信とは、通信端末装置２０が、ＮＡＳ装置１０に記憶させるた
めの通信である。また、コンテンツ通信とは、ＮＡＳ装置１０に記憶されるコンテンツ情
報ＣＴを通信端末装置２０が読み出す通信である。コンテンツ通信は、Ｗｉ－Ｆｉ（登録
商標）による近距離無線通信、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）など
の移動体通信網を介した無線通信など、種々の無線通信方式によって行われる。
　ここでは、ＮＡＳ装置１０が、通信端末装置２０との間においてＷｉ－Ｆｉ、及びＬＴ
Ｅによって通信が可能である場合について説明する。
【００１５】
　ＮＡＳ装置１０は、Ｗｉ－Ｆｉによる近距離無線通信を行うルータＲＴがユーザの宅内
に設置されている場合等、通信端末装置２０が当該Ｗｉ－Ｆｉの電波を受信可能である場
合には、Ｗｉ－Ｆｉによってコンテンツ通信を行う。ＮＡＳ装置１０は、ユーザの宅内に
ルータＲＴが設置されていない場合や、通信端末装置２０が当該Ｗｉ－Ｆｉの電波を受信
可能ではない場合には、ＬＴＥによってコンテンツ通信を行う。
【００１６】
＜通信端末装置の概要＞
　通信端末装置２０は、可搬型の装置であり、ユーザの操作に応じて無線通信を行う。通
信端末装置２０とは、例えば、携帯電話、スマートフォン及びタブレット型のコンピュー
タ（タブレットＰＣ）等の携帯型のパーソナルコンピュータなどである。
　通信端末装置２０は、ＮＡＳ装置１０との間においてＷｉ－Ｆｉ、及びＬＴＥによって
通信が可能である。
【００１７】
＜加入者識別子ＩＤについて＞
　ＮＡＳ装置１０及び通信端末装置２０は、いずれも、移動体通信網を利用するサービス
に加入する加入者を識別するための識別チップを備える。この識別チップとは、例えば、
ＳＩＭ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ）である。このＳＩＭ
には、ＩＭＳＩ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　
Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）が、加入者を識別する加入者識別子ＩＤとして記憶されている。
　ＬＴＥなどの移動体通信網を介した通信サービスは、通信事業者によって提供される。
通信事業者は、ＩＭＳＩ（加入者識別子ＩＤ）と、電話番号とを対応付けて加入者の装置
による通信を管理する。ＮＡＳ装置１０及び通信端末装置２０は、ＳＩＭを装着すること
により、移動体通信網を介した相互の通信が可能になる。
【００１８】
　なお、以下の説明において、ＮＡＳ装置１０に装着されているＳＩＭの加入者識別子Ｉ
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ＤをＮＡＳ識別子ＩＤ１とも記載する。また、通信端末装置２０に装着されているＳＩＭ
の加入者識別子ＩＤを端末識別子ＩＤ２とも記載する。
【００１９】
　また、以下の説明において、ＮＡＳ装置１０がルータＲＴを経由して通信端末装置２０
とコンテンツ通信を行う場合の無線通信方式を「ルータ方式」と記載する。
　また、以下の説明において、ＮＡＳ装置１０がルータＲＴを経由せずに、ＬＴＥなどの
移動体通信網を介してして通信端末装置２０とコンテンツ通信を行う場合の無線通信方式
を「ＬＴＥ方式」とも記載する。
【００２０】
　ここで、ＮＡＳ装置１０のユーザは、ＮＡＳ装置１０に記憶されるデータを、他者と共
有したいと考える場合がある。また、ユーザは、ユーザが許可する他者にのみ当該情報を
共有したいと考える場合がある。しかしながら、ＮＡＳ装置１０や通信端末装置２０を使
用するすべてのユーザがＮＡＳ装置１０や通信端末装置２０の設定に詳しいとは限らない
。設定に詳しくないユーザの場合、他者とのＮＡＳ装置１０の情報の共有を適切に行うこ
とが困難である場合がある。
　本実施形態のＮＡＳ装置１０は、ＮＡＳ装置１０が管理する情報の共有を適切に行うた
めの設定をすることにより、設定に詳しくないユーザに対する支援を行う。
　以降の説明において、ＮＡＳ装置１０の所有者であるユーザ（以下、親ユーザ）が使用
する通信端末装置２０を親通信端末装置２０－Ｐと記載し、親ユーザ以外のユーザ（以下
、子ユーザ）が使用する通信端末装置２０を子通信端末装置２０－Ｃと記載する。また、
親通信端末装置２０－Ｐに装着されているＳＩＭの加入者識別子ＩＤを親端末識別子ＩＤ
２－Ｐと記載し、子通信端末装置２０－Ｃに装着されているＳＩＭの加入者識別子ＩＤを
子端末識別子ＩＤ２－Ｃと記載する。また、親通信端末装置２０－Ｐ、及び子通信端末装
置２０－Ｃを区別しない場合には、総称して通信端末装置２０と記載する。また、親ユー
ザと、子ユーザとを区別しない場合には、総称して、ユーザと記載する。
　以下、子端末識別子ＩＤ２－Ｃ１を有する子通信端末装置２０－Ｃ１と、ＮＡＳ装置１
０との間のコンテンツ通信に係る許可を親通信端末装置２０－Ｐが行う場合の具体的な機
能構成について説明する。
【００２１】
＜機能構成＞
　以下、図２を参照してＮＡＳ装置１０、及び通信端末装置２０の機能構成について説明
する。
　図２は、本実施形態に係るＮＡＳ装置１０及び通信端末装置２０の機能構成の一例を示
す図である。
　上述したように、ルータＲＴは、ルータ方式による無線通信を提供する。
【００２２】
＜通信端末装置の機能構成＞
　通信端末装置２０は、Ｗｉ－Ｆｉ無線通信部２１０と、ＬＴＥ無線通信部２２０と、操
作部２３０と、表示部２４０と、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎ
ｉｔ）２５０と、記憶部２６０とを備える。これら各部は、内部バスによって相互に接続
される。
　Ｗｉ－Ｆｉ無線通信部２１０は、他の通信機器との間においてＷｉ－Ｆｉ方式によって
無線通信を行う。
　ＬＴＥ無線通信部２２０は、他の通信機器との間においてＬＴＥ方式によって無線通信
を行う。
【００２３】
　操作部２３０は、入力デバイスを備え、ユーザの操作を受け付ける。この入力デバイス
には、キーボード等の文字情報を入力するデバイス、マウス、タッチパネル等のポインテ
ィングデバイス、ボタン、ダイヤル、ジョイスティック、タッチセンサ、タッチパッド等
が含まれる。表示部２４０は、ＣＰＵ２５０によって制御され、画像、ＧＵＩ（Ｇｒａｐ
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ｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）等を表示する。
　記憶部２６０は、例えば、ハードディスクドライブやＲＯＭ等を備え、通信端末装置２
０を制御するためのプログラムなどが記憶されている。
【００２４】
　ＣＰＵ２５０は、記憶部２６０に格納されるプログラムを実行し、通信端末装置２０の
各部を制御する。例えば、ＣＰＵ２５０は、Ｗｉ－Ｆｉ無線通信部２１０、及びＬＴＥ無
線通信部２２０を制御することにより、他の機器との間において無線通信を行う。また、
例えば、ＣＰＵ２５０は、無線通信を介したインターネットへのアクセスによって得られ
た画像、音声などのデータを、記憶部２６０に記憶させる。また、ＣＰＵ２５０は、記憶
部２６０に記憶させたこれらのデータを、無線通信を介してＮＡＳ装置１０に送信する。
【００２５】
　通信端末装置２０が子通信端末装置２０－Ｃである場合、ＣＰＵ２５０は、コンテンツ
通信の許可を要求する許可要求を、ＮＡＳ装置１０に無線通信を介して送信する。この一
例では、ＣＰＵ２５０は、ルータ方式の無線通信を介してＷｉ－Ｆｉ無線通信部２１０か
らＮＡＳ装置１０に許可要求を示す情報（以下、許可要求情報ＲＱ）を送信させる。
　通信端末装置２０が親通信端末装置２０－Ｐである場合、ＣＰＵ２５０は、子通信端末
装置２０－ＣとＮＡＳ装置１０との間のコンテンツ通信を許可するか否かを示す情報（以
下、通信許可情報ＣＡ）をＮＡＳ装置１０に無線通信を介して送信する。この一例では、
ＣＰＵ２５０は、ルータ方式の無線通信を介してＷｉ－Ｆｉ無線通信部２１０からＮＡＳ
装置１０に通信許可情報ＣＡを送信させる。
【００２６】
＜ＮＡＳ装置の機能構成＞
　ＮＡＳ装置１０は、Ｗｉ－Ｆｉ無線通信部１１０と、ＬＴＥ無線通信部１２０と、ＣＰ
Ｕ１３０と、記憶部１４０とをその機能部として備える。これら各部は、内部バスによっ
て相互に接続される。記憶部１４０には、コンテンツ情報ＣＴと、許可識別情報ＷＬとが
記憶される。許可識別情報ＷＬについては、後述する。
【００２７】
　Ｗｉ－Ｆｉ無線通信部１１０は、他の通信機器との間においてＷｉ－Ｆｉ方式によって
無線通信を行う。
　ＬＴＥ無線通信部１２０は、他の通信機器との間においてＬＴＥ方式によって無線通信
を行う。
【００２８】
　ＣＰＵ１３０は、記憶部１４０に格納されるプログラムを実行し、ＮＡＳ装置１０の各
部を制御する。例えば、ＣＰＵ１３０は、Ｗｉ－Ｆｉ無線通信部１１０、及びＬＴＥ無線
通信部１２０を制御することにより、他の機器との間において無線通信を行う。
【００２９】
　また、ＣＰＵ１３０は、指示部１３１と、登録部１３２と、コンテンツ通信判定部１３
３とをその機能部として備える。
　上述したように、ＮＡＳ装置１０（Ｗｉ－Ｆｉ無線通信部１１０）は、子通信端末装置
２０－Ｃからコンテンツ通信の許可を要求する許可要求情報ＲＱを受信する。
　指示部１３１は、Ｗｉ－Ｆｉ無線通信部１１０が子通信端末装置２０－Ｃから許可要求
情報ＲＱを受信したか否かを判定する。指示部１３１は、子通信端末装置２０－Ｃから許
可要求情報ＲＱを受信した場合、親通信端末装置２０－Ｐに対して、通信許可情報ＣＡの
送信を指示する。ここで、親通信端末装置２０－Ｐは、許可識別情報ＷＬに既に登録され
ている加入者識別子ＩＤ（この一例では、親端末識別子ＩＤ２－Ｐ）を有する通信端末装
置２０である。許可識別情報ＷＬとは、ＮＡＳ装置１０とのコンテンツ通信が許可された
通信端末装置２０の加入者識別子ＩＤ（端末識別子ＩＤ２）を示す情報である。したがっ
て、指示部１３１は、許可識別情報ＷＬに既に登録されている通信端末装置２０（親通信
端末装置２０－Ｐ）に対して、通信許可情報ＣＡの送信を指示する。具体的には、指示部
１３１は、通信許可情報ＣＡの送信の指示を示す指示情報ＤＲをルータ方式の無線通信に
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よって親通信端末装置２０－Ｐに送信する。
　ここで、指示情報ＤＲには、許可要求情報ＲＱを送信する装置（この一例では、子通信
端末装置２０－Ｃ１）の加入者識別子ＩＤ（この一例では、子端末識別子ＩＤ２－Ｃ１）
が含まれる。
　なお、ＮＡＳ装置１０（指示部１３１）は、ＳＭＳ（Ｓｈｏｒｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｓ
ｅｒｖｉｃｅ）を利用した方法によって親通信端末装置２０－Ｐに指示情報ＤＲを送信し
てもよい。
【００３０】
　以下、図３を参照して、親通信端末装置２０－ＰがＮＡＳ装置１０に通信許可情報ＣＡ
を送信する詳細について説明する。
　図３は、本実施形態に係る通信許可情報ＣＡを取得する際の表示部２４０の一例を示す
図である。図３に示す通り、親通信端末装置２０－Ｐが備える表示部２４０は、ＮＡＳ装
置１０から指示情報ＤＲを受信することに応じて、親ユーザに子通信端末装置２０－Ｃ１
とＮＡＳ装置１０との間のコンテンツ通信を許可するか否かの入力を求める画面を表示さ
せる。親通信端末装置２０－Ｐの画面には、例えば、「ＮＡＳへの△△のアクセスを許可
しますか？」と表示される。△△には、指示情報ＤＲに基づいて、子通信端末装置２０－
Ｃ１の子端末識別子ＩＤ２－Ｃ１（電話番号）等が示される。親ユーザは、子通信端末装
置２０－Ｃ１とＮＡＳ装置１０との間のコンテンツ通信を許可することを示す操作、又は
許可しないことを示す操作を操作部２３０に入力する。親通信端末装置２０－Ｐは、操作
部２３０に入力された操作を検出する。親通信端末装置２０－Ｐは、操作部２３０に入力
された操作によって示される通信許可情報ＣＡを、ルータ方式の無線通信を介してＮＡＳ
装置１０に送信する。
【００３１】
　なお、親通信端末装置２０－Ｐが有する電話帳機能に子通信端末装置２０－Ｃ１の電話
番号（子端末識別子ＩＤ２－Ｃ１）が予め記憶されている場合、△△には、指示情報ＤＲ
に基づいて、子通信端末装置２０－Ｃ１を使用する子ユーザの名称等が表示されてもよい
。また、親通信端末装置２０－Ｐは、親通信端末装置２０－Ｐが有する電話帳機能に子通
信端末装置２０－Ｃ１の電話番号が予め記憶されている場合、子通信端末装置２０－Ｃ１
とＮＡＳ装置１０との間のコンテンツ通信を許可することを示す通信許可情報ＣＡを自動
で送信する機能を有していてもよい。
　また、子端末識別子ＩＤ２－Ｃ１に子通信端末装置２０－Ｃ１の装置名称が含まれる場
合には、△△には、指示情報ＤＲに基づいて、子通信端末装置２０－Ｃ１の装置名称が表
示されてもよい。
【００３２】
　図２に戻り、登録部１３２は、Ｗｉ－Ｆｉ無線通信部１１０が親通信端末装置２０－Ｐ
から受信した通信許可情報ＣＡを受信する。登録部１３２は、通信許可情報ＣＡに基づい
て、子通信端末装置２０－Ｃの子端末識別子ＩＤ２－Ｃを許可識別情報ＷＬに登録する。
許可識別情報ＷＬには、例えば、許可識別情報ＷＬに登録される子端末識別子ＩＤ２－Ｃ
に対応する電話番号が示される。
【００３３】
　具体的には、登録部１３２は、通信許可情報ＣＡが子通信端末装置２０－ＣとＮＡＳ装
置１０との間のコンテンツ通信を許可することを示す場合、許可識別情報ＷＬに子端末識
別子ＩＤ２－Ｃを登録する。また、登録部１３２は、通信許可情報ＣＡが子通信端末装置
２０－ＣとＮＡＳ装置１０との間のコンテンツ通信を許可しないことを示す場合、許可識
別情報ＷＬに子端末識別子ＩＤ２－Ｃを登録しない。この一例では、通信許可情報ＣＡは
、子通信端末装置２０－Ｃ１とＮＡＳ装置１０との間のコンテンツ通信を許可することを
示す。また、登録部１３２は、通信許可情報ＣＡに基づいて、許可識別情報ＷＬに子通信
端末装置２０－Ｃ１の子端末識別子ＩＤ２－Ｃ１を登録する。
【００３４】
　コンテンツ通信判定部１３３は、子通信端末装置２０－ＣからＮＡＳ装置１０に対して
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コンテンツ通信の要求があった場合、許可識別情報ＷＬに基づいてコンテンツ通信を行う
か否かを判定する。Ｗｉ－Ｆｉ無線通信部１１０、及びＬＴＥ無線通信部１２０は、コン
テンツ通信判定部１３３の判定結果に基づいて、子通信端末装置２０－Ｃとコンテンツ通
信する。
【００３５】
＜ＮＡＳ装置の動作について：加入者識別子の登録＞
　以下、図４を参照してＮＡＳ装置１０の動作について説明する。
　図４は、本実施形態に係るＮＡＳ装置１０の動作の一例を示す第１の流れ図である。具
体的には、図４は、ＮＡＳ装置１０が子通信端末装置２０－Ｃ１の子端末識別子ＩＤ２－
Ｃ１を登録する動作の一例を示す流れ図である。
　子通信端末装置２０－Ｃ１から許可要求情報ＲＱを受信したことに応じて（ステップＳ
１１０；ＹＥＳ）、指示部１３１は、親通信端末装置２０－Ｐに指示情報ＤＲを送信する
（ステップＳ１２０）。また、ＮＡＳ装置１０は、子通信端末装置２０－Ｃ１から許可要
求情報ＲＱを受信するまでの間（ステップＳ１１０；ＮＯ）、待機する。
【００３６】
　ＮＡＳ装置１０は、例えば、許可識別情報ＷＬに登録されている加入者識別子ＩＤが１
つである場合、当該加入者識別子ＩＤを有する通信端末装置２０を親通信端末装置２０－
Ｐとして認識する。ＮＡＳ装置１０は、例えば、許可識別情報ＷＬに登録されている加入
者識別子ＩＤ（この一例では、親端末識別子ＩＤ２－Ｐ）以外の加入者識別子ＩＤを有す
る通信端末装置２０を子通信端末装置２０－Ｃとして認識し、当該子通信端末装置２０－
Ｃから許可要求情報ＲＱを受信した場合、親通信端末装置２０－Ｐに指示情報ＤＲを送信
する。
【００３７】
　以下、図５を参照して許可識別情報ＷＬの詳細について説明する。
　図５は、本実施形態に係る許可識別情報ＷＬの一例を示す表である。図５（Ａ）に示す
通り、許可識別情報ＷＬには、予め通信端末装置２０（親通信端末装置２０－Ｐ）が有す
る端末識別子ＩＤ２（親端末識別子ＩＤ２－Ｐ）が登録される。
【００３８】
　図４に戻り、ＮＡＳ装置１０は、親通信端末装置２０－Ｐが送信する通信許可情報ＣＡ
を受信する（ステップＳ１３０）。登録部１３２は、受信した通信許可情報ＣＡが子通信
端末装置２０－Ｃ１とＮＡＳ装置１０との間のコンテンツ通信を許可することを示す場合
（ステップＳ１４０；ＹＥＳ）、許可識別情報ＷＬに子端末識別子ＩＤ２－Ｃ１を登録す
る（ステップＳ１５０）。また、登録部１３２は、通信許可情報ＣＡが子通信端末装置２
０－Ｃ１とＮＡＳ装置１０との間のコンテンツ通信を許可しないことを示す場合（ステッ
プＳ１４０；ＮＯ）、許可識別情報ＷＬに子端末識別子ＩＤ２－Ｃ１を登録せず、処理を
終了する。
【００３９】
　図５（Ｂ）に示す通り、通信許可情報ＣＡが子通信端末装置２０－Ｃ１とＮＡＳ装置１
０との間のコンテンツ通信を許可することを示す場合、許可識別情報ＷＬには、子通信端
末装置２０－Ｃ１の子端末識別子ＩＤ２－Ｃ１が登録される。
【００４０】
　なお、上述では、予め許可識別情報ＷＬに親端末識別子ＩＤ２－Ｐのみが登録される場
合について説明したが、これに限られない。許可識別情報ＷＬには、例えば、親端末識別
子ＩＤ２－Ｐの他、既にコンテンツ通信が許可された子通信端末装置２０－Ｃの子端末識
別子ＩＤ２－Ｃが登録されている場合がある（例えば、図５（Ｂ）の状態）。
　この場合、指示部１３１は、新たに許可要求情報ＲＱを送信する子通信端末装置２０－
Ｃ（以下、子通信端末装置２０－Ｃ２）の子端末識別子ＩＤ２－Ｃ(以下、子端末識別子
ＩＤ２－Ｃ２)が許可識別情報ＷＬに登録されているか否かを判定する。指示部１３１は
、許可識別情報ＷＬに子端末識別子ＩＤ２－Ｃ２が登録されていない場合、親通信端末装
置２０－Ｐに指示情報ＤＲを送信する。また、登録部１３２は、通信許可情報ＣＡが子通
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信端末装置２０－Ｃ２とＮＡＳ装置１０との間のコンテンツ通信を許可することを示す場
合、子端末識別子ＩＤ２－Ｃ２を許可識別情報ＷＬに登録する。この場合、図５（Ｃ）に
示す通り、許可識別情報ＷＬには、親端末識別子ＩＤ２－Ｐと、子端末識別子ＩＤ２－Ｃ
１と、子端末識別子ＩＤ２－Ｃ２とが登録される。
【００４１】
＜ＮＡＳ装置の動作について：コンテンツ通信の判定（ルータ方式の場合）＞
　以下、図６を参照してＮＡＳ装置１０の動作について説明する。
　図６は、本実施形態に係るＮＡＳ装置１０の動作の一例を示す第２の流れ図である。具
体的には、図６は、ＮＡＳ装置１０がルータ方式の通信によってコンテンツ通信を行う動
作の一例を示す流れ図である。換言すると、この一例では、ＮＡＳ装置１０と子通信端末
装置２０－Ｃ１とは、ルータ方式の無線通信によって通信可能である。
　Ｗｉ－Ｆｉ無線通信部１１０は、子通信端末装置２０－Ｃ１からＮＡＳ装置１０に対す
るコンテンツ通信の要求を受信する（ステップＳ２１０）。コンテンツ通信判定部１３３
は、許可識別情報ＷＬに基づいて、コンテンツ通信を行うか否かを判定する（ステップＳ
２２０）。コンテンツ通信判定部１３３は、コンテンツ通信の要求があった子通信端末装
置２０－Ｃ１の子端末識別子ＩＤ２－Ｃ１が許可識別情報ＷＬに登録されている場合（ス
テップＳ２２０；ＹＥＳ）、当該子通信端末装置２０－Ｃ１とのコンテンツ通信を行うと
判定する（ステップＳ２３０）。Ｗｉ－Ｆｉ無線通信部１１０は、コンテンツ通信判定部
１３３の判定結果に基づいて、子通信端末装置２０－Ｃ１とルータの方式の無線通信を介
してコンテンツ通信を行う。また、コンテンツ通信判定部１３３は、コンテンツ通信の要
求があった子通信端末装置２０－Ｃ１の子端末識別子ＩＤ２－Ｃ１が許可識別情報ＷＬに
登録されていない場合（ステップＳ２２０；ＮＯ）、当該子通信端末装置２０－Ｃ１との
コンテンツ通信を行わないと判定する（ステップＳ２４０）。
【００４２】
＜ＮＡＳ装置の動作について：コンテンツ通信の判定（ＬＴＥ方式の場合）＞
　以下、図７を参照してＮＡＳ装置１０の動作について説明する。
　図７は、本実施形態に係るＮＡＳ装置１０の動作の一例を示す第３の流れ図である。
　ここで、ＮＡＳ装置１０と、子通信端末装置２０－Ｃ１とが、ＬＴＥ方式の無線通信に
よって通信する際に構築されるセッションの概要について説明する。
　シグナリングサーバＳＳＶは、ＮＡＳ装置１０と子通信端末装置２０－Ｃ１との間にお
いて行われるセッションを管理する。具体的には、シグナリングサーバＳＳＶは、ＮＡＳ
装置１０、子通信端末装置２０－Ｃ１、及びプッシュサーバＰＳＶとの間において通信が
可能である。シグナリングサーバＳＳＶは、子通信端末装置２０－Ｃ１から通信の要求が
あった場合に、ＮＡＳ装置１０との間の通信のセッションを構築するためのシグナリング
処理を行う。このシグナリングサーバＳＳＶは、端末情報を子通信端末装置２０－Ｃ１か
ら受信する。この端末情報には、子通信端末装置２０－Ｃ１を識別する子端末識別子ＩＤ
２－Ｃ１が含まれている。
　シグナリングサーバＳＳＶは、子通信端末装置２０－Ｃ１が送信するセッション開始の
要求に応じて、通信開始の要求を送信した子通信端末装置２０－Ｃ１と、ＮＡＳ装置１０
との間のセッションを、端末情報に基づいて構築する。
　また、プッシュサーバＰＳＶは、被要求側のＮＡＳ装置１０に対してシグナリングサー
バＳＳＶがセッション構築開始の要求を行う際に、要求側の子通信端末装置２０－Ｃ１の
電話番号をプッシュ技術により被要求側のＮＡＳ装置１０に対して送信する。このプッシ
ュ技術とは、子通信端末装置２０－Ｃ１に対する通信リクエストを、サーバ装置側（この
例の場合には、シグナリングサーバＳＳＶ、及びプッシュサーバＰＳＶ側）からＩＰアド
レスを用いてプッシュ配信する技術である。なお、以下の説明において、プッシュ技術に
よって情報を送信することを、単に、情報をプッシュするとも記載する。
　以下、図７を参照して、ＮＡＳ装置１０がセッションを介して子通信端末装置２０－Ｃ
１とコンテンツ通信を行う動作について説明する。
【００４３】
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　要求側の子通信端末装置２０－Ｃ１は、シグナリングサーバＳＳＶにセッション構築の
要求を送信する（ステップＳ３１０）。このセッション構築の要求には、送信要求側の子
通信端末装置２０－Ｃ１の電話番号及びＩＰアドレスと、被要求側のＮＡＳ装置１０の電
話番号とが含まれる。
【００４４】
　次に、シグナリングサーバＳＳＶは、子通信端末装置２０－Ｃ１が送信したセッション
構築の要求を受信すると、プッシュサーバＰＳＶに対して、セッション構築情報を送信す
る（ステップＳ３２０）。このセッション構築情報には、要求側の子通信端末装置２０－
Ｃ１の電話番号と、プッシュＩＤとが含まれている。このとき、シグナリングサーバＳＳ
Ｖは、被要求側のＮＡＳ装置１０の電話番号を検索キーにしてレジストレーション情報を
検索することにより、プッシュＩＤを取得する。
【００４５】
　ここで、シグナリングサーバＳＳＶは、レジストレーション情報として、ＮＡＳ装置１
０、親通信端末装置２０－Ｐ、及び子通信端末装置２０－Ｃ１の電話番号と、端末モデル
名と、プッシュＩＤと、アプリケーションバージョンとを記憶する。ここで、プッシュＩ
Ｄとは、ＮＡＳ装置１０、親通信端末装置２０－Ｐ、及び子通信端末装置２０－Ｃ１上で
動作するコンテンツ通信対応のアプリケーションについて、このアプリケーションを識別
する識別情報である。したがって、被要求側のＮＡＳ装置１０の電話番号を検索キーにし
てレジストレーション情報を検索することにより取得するプッシュＩＤは、被要求側のＮ
ＡＳ装置１０において使用されるアプリケーションに対応している。
【００４６】
　プッシュサーバＰＳＶは、シグナリングサーバＳＳＶから送信されたセッション構築情
報を受信すると、このセッション構築情報に含まれるプッシュＩＤに基づいて、被要求側
のＮＡＳ装置１０に対して、コンテンツ通信の要求をプッシュする（ステップＳ３３０）
。このときプッシュサーバＰＳＶがプッシュする情報には、要求側の子通信端末装置２０
－Ｃ１の電話番号が含まれている。
【００４７】
　被要求側のＮＡＳ装置１０が備えるコンテンツ通信判定部１３３は、プッシュが行われ
ると、受信した要求側の子通信端末装置２０－Ｃ１の電話番号が、許可識別情報ＷＬに登
録されているか否かを判定する（ステップＳ３４０）。被要求側のＮＡＳ装置１０は、受
信した要求側の子通信端末装置２０－Ｃ１の電話番号が、許可識別情報ＷＬに登録されて
いると判定した場合（ステップＳ３４０；ＹＥＳ）には、処理をステップＳ３５０に進め
る。一方、コンテンツ通信判定部１３３は、受信した要求側の子通信端末装置２０－Ｃ１
の電話番号が、許可識別情報ＷＬに含まれないと判定した場合（ステップＳ３４０；ＮＯ
）には、子通信端末装置２０－Ｃ１とコンテンツ通信を行わず、処理を終了する。
【００４８】
　次に、被要求側のＮＡＳ装置１０は、シグナリングサーバＳＳＶに対してセッション構
築承認情報を送信する（ステップＳ３５０）。このセッション構築承認情報には、被要求
側のＮＡＳ装置１０の電話番号、ＩＰアドレス及びポート番号が含まれている。
　次に、シグナリングサーバＳＳＶは、被要求側のＮＡＳ装置１０から送信されたセッシ
ョン構築承認情報を受信すると、要求側の子通信端末装置２０－Ｃ１と、被要求側のＮＡ
Ｓ装置１０との間においてセッションを構築して（ステップＳ３６０）、セッション構築
の処理を終了する。具体的には、シグナリングサーバＳＳＶは、ステップＳ３６０におい
て被要求側のＮＡＳ装置１０のＩＰアドレス及びポート番号を、要求側の子通信端末装置
２０－Ｃ１に送信する。次に、要求側の子通信端末装置２０－Ｃ１は、要求側の子通信端
末装置２０－Ｃ１のＩＰアドレス及びポート番号を、シグナリングサーバＳＳＶに送信す
る。シグナリングサーバＳＳＶは、要求側の子通信端末装置２０－Ｃ１のＩＰアドレス及
びポート番号を受信すると、受信したＩＰアドレス及びポート番号を被要求側のＮＡＳ装
置１０に送信する。これにより、要求側の子通信端末装置２０－Ｃ１は、被要求側のＮＡ
Ｓ装置１０のＩＰアドレス及びポート番号を取得する。また、被要求側のＮＡＳ装置１０
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は、要求側の子通信端末装置２０－Ｃ１のＩＰアドレス及びポート番号を取得する。すな
わち、ＮＡＳ装置１０、及び子通信端末装置２０－Ｃ１は、互いに、情報共有相手のＩＰ
アドレス及びポート番号を取得する。
　セッション構築の処理が終了すると、ＮＡＳ装置１０のＬＴＥ無線通信部１２０、及び
子通信端末装置２０－Ｃ１のＬＴＥ無線通信部２２０は、コンテンツ通信を行う（ステッ
プＳ３７０）。
【００４９】
＜実施形態のまとめ＞
　以上説明したように、本実施形態の管理装置（この一例では、ＮＡＳ装置１０）は、既
登録通信端末装置（この一例では、親通信端末装置２０－Ｐ）が登録対象通信端末装置（
この一例では、子通信端末装置２０－Ｃ）とＮＡＳ装置１０とのコンテンツ通信を許可す
る場合、登録部１３２が、許可要求情報ＲＱを送信する子通信端末装置２０－Ｃの子端末
識別子ＩＤ２－Ｃ１を許可識別情報ＷＬに登録する。コンテンツ通信判定部１３３が、許
可識別情報ＷＬに子通信端末装置２０－Ｃの子端末識別子ＩＤ２－Ｃ１が登録されている
か否かに基づいて、当該子通信端末装置２０－Ｃとのコンテンツ通信を行うか否かを判定
する。Ｗｉ－Ｆｉ無線通信部１１０、及びＬＴＥ無線通信部１２０が、コンテンツ通信判
定部１３３の判定結果に基づいて、子通信端末装置２０－Ｃとのコンテンツ通信を行う。
　したがって、本実施形態のＮＡＳ装置１０によれば、ＮＡＳ装置１０や通信端末装置２
０の設定が不得手なユーザであっても、ユーザがＮＡＳ装置１０とコンテンツ通信を許可
する子通信端末装置２０－Ｃを登録することができる。つまり、本実施形態のＮＡＳ装置
１０によれば、ＮＡＳ装置１０に保存したコンテンツ情報ＣＴの共有に係る設定を支援す
ることができる。これにより、コンテンツ通信が許可された子通信端末装置２０－Ｃが、
ＮＡＳ装置１０のコンテンツ情報ＣＴにアクセスすることができる。
【００５０】
　また、本実施形態においてＮＡＳ装置１０は、移動体通信網を介して子通信端末装置２
０－Ｃ１とコンテンツ通信が可能なＬＴＥ無線通信部１２０を備える。
　本実施形態のＮＡＳ装置１０によれば、子通信端末装置２０－Ｃ１が宅内Ｗｉ－Ｆｉの
圏外（例えば、外出先）に位置する場合であっても、子通信端末装置２０－Ｃ１とＮＡＳ
装置１０とは、ＬＴＥ無線通信部１２０によって移動体通信網を介したコンテンツ通信を
行うことができる。
【００５１】
　また、本実施形態のＮＡＳ装置１０が備えるコンテンツ通信判定部１３３は、許可識別
情報ＷＬに基づいて、親ユーザが許可する子通信端末装置２０－Ｃとコンテンツ通信する
と判定し、親ユーザが許可しない子通信端末装置２０－Ｃコンテンツ通信しないと判定す
る。
　したがって、本実施形態のＮＡＳ装置１０によれば、コンテンツ通信が許可されていな
い子通信端末装置２０－ＣとＮＡＳ装置１０とがコンテンツ通信することを抑止すること
ができる。
　つまり、本実施形態のＮＡＳ装置１０によれば、ＮＡＳ装置１０や子通信端末装置２０
－Ｃの設定が不得手なユーザに対して、ＮＡＳ装置１０の情報の共有を適切に行う設定の
支援を行うことができる。
【００５２】
　なお、上述では、ＮＡＳ装置１０と子通信端末装置２０－ＣとがＬＴＥ方式によってコ
ンテンツ通信を行う場合、プッシュサーバＰＳＶを用いてプッシュすることにより、セッ
ションを構築する場合について説明したが、これに限られない。例えば、ＮＡＳ装置１０
と子通信端末装置２０－Ｃとは、ＳＭＳ（Ｓｈｏｒｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ
）を利用した方法によってセッションを構築してもよい。この場合、子通信端末装置２０
－Ｃは、コンテンツ通信の要求として、ＮＡＳ装置１０に端末識別子ＩＤ２（この一例で
は、子通信端末装置２０－Ｃの電話番号）を示すメッセージをＳＭＳによって送信する。
子通信端末装置２０－Ｃから受信したメッセージに示される子通信端末装置２０－Ｃの電
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話番号が許可識別情報ＷＬに登録されている場合、ＮＡＳ装置１０は、シグナリングサー
バＳＳＶに対して、ＮＡＳ装置１０と子通信端末装置２０－Ｃとのセッション構築承認情
報を送信する。
【００５３】
＜変形例１：ＮＡＳ装置が提供する無線通信方式によってのみコンテンツ通信する場合＞
　実施形態ではＮＡＳ装置１０が、コンテンツ通信判定部１３３の判定結果に基づいて、
ルータ方式、又はＬＴＥ方式の無線通信によって子通信端末装置２０－Ｃ１とコンテンツ
通信する場合について説明した。
　変形例１のＮＡＳ装置１０は、ＮＡＳ装置１０が提供する無線通信方式の無線通信によ
って子通信端末装置２０－Ｃとコンテンツ通信する場合について説明する。
　なお、上述した実施形態と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する
。
【００５４】
　変形例１のＮＡＳ装置１０は、無線ＬＡＮ（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ）方式の無線通信を提
供する機能を有する。以下の説明において、ＮＡＳ装置１０が提供する無線ＬＡＮによっ
て、ＮＡＳ装置１０と通信端末装置２０との間を接続する無線通信方式を「ＮＡＳ無線Ｌ
ＡＮ方式」と記載する。
　ここで、ＮＡＳ装置１０と、子通信端末装置２０－Ｃ１とが、ＮＡＳ無線ＬＡＮ方式の
無線通信によって通信可能に予め設定される場合について説明する。具体的には、子通信
端末装置２０－Ｃ１は、ＮＡＳ無線ＬＡＮ方式の通信を使用する際に用いられる鍵情報を
、ＢＬＥ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ）やＷｉ－Ｆｉ方式
の無線通信によってＮＡＳ装置１０から受信する。子通信端末装置２０－Ｃは、受信した
鍵情報に基づいて、ＮＡＳ無線ＬＡＮ方式の通信設定を行う。
　なお、ＮＡＳ装置１０と子通信端末装置２０－Ｃとは、例えば、ＷＰＳ（Ｗｉ－Ｆｉ　
Ｐｒｏｔｅｃｔｅｄ　Ｓｅｔｕｐ）によってＮＡＳ無線ＬＡＮ方式の通信設定を行っても
よい。
【００５５】
　コンテンツ通信判定部１３３は、許可識別情報ＷＬに子端末識別子ＩＤ２－Ｃが含まれ
る場合であって、かつ子通信端末装置２０－ＣがＮＡＳ無線ＬＡＮ方式の無線通信に接続
可能な位置に存在する場合に、Ｗｉ－Ｆｉ無線通信部１１０によって子通信端末装置２０
－Ｃ１とコンテンツ通信すると判定する。子通信端末装置２０－Ｃ１がＮＡＳ無線ＬＡＮ
方式の無線通信に接続可能な位置とは、例えば、ルータＲＴの電波を受信可能な位置であ
って。ルータＲＴの電波を受信可能な位置とは、例えば、親ユーザの住宅内である。Ｗｉ
－Ｆｉ無線通信部１１０は、コンテンツ通信判定部１３３の判定結果に基づいて、子通信
端末装置２０－Ｃとコンテンツ通信する。
【００５６】
　以上説明したように、変形例１のＮＡＳ装置１０は、子端末識別子ＩＤ２－Ｃが許可識
別情報ＷＬに登録されている場合であって、かつ子通信端末装置２０－ＣがＮＡＳ無線Ｌ
ＡＮ方式の無線通信に接続可能な位置に存在する場合に子通信端末装置２０－Ｃとコンテ
ンツ通信する。
　ここで、親ユーザは、ＮＡＳ装置１０とのコンテンツ通信を許可した子通信端末装置２
０－Ｃであっても、親ユーザがコンテンツ通信の内容を知り得ることができない場所でコ
ンテンツ通信が行われることが好ましくないと考える場合がある。
　変形例１のＮＡＳ装置１０によれば、ＮＡＳ装置１０が提供するＮＡＳ無線ＬＡＮ方式
の無線通信が接続可能な位置（例えば、親ユーザの住宅内）においてのみ、子通信端末装
置２０－Ｃとの間のコンテンツ通信を行うことができる。したがって、変形例１のＮＡＳ
装置１０によれば、子通信端末装置２０－Ｃを用いて他者が行うコンテンツ通信の内容を
ユーザが把握可能な位置において、子通信端末装置２０－ＣとＮＡＳ装置１０とがコンテ
ンツ通信を行うことができる。
【００５７】
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　なお、上述では、ＮＡＳ装置１０が提供するＮＡＳ無線ＬＡＮ方式の無線通信が接続可
能な位置（例えば、親ユーザの住宅内）においてのみ、親通信端末装置２０－Ｐが子通信
端末装置２０－Ｃとの間のコンテンツ通信を許可する場合について説明したが、これに限
られない。例えば、親通信端末装置２０－Ｐは、子通信端末装置２０－Ｃの位置情報に基
づいて、子通信端末装置２０－Ｃとの間のコンテンツ通信を許可する構成であってもよい
。この場合、子通信端末装置２０－Ｃは、親通信端末装置２０－Ｐに対して子通信端末装
置２０－Ｃの位置情報を送信する機能を有する。また、親通信端末装置２０－Ｐは、子通
信端末装置２０－Ｃの位置情報が、親ユーザが許可する位置（例えば、親ユーザの住宅、
親ユーザの親族の住宅内、及び親ユーザの職場等）を示す場合、子通信端末装置２０－Ｃ
との間のコンテンツ通信を許可する。
【００５８】
＜変形例２：所定の時間のみコンテンツ通信する場合＞
　実施形態、及び変形例１ではＮＡＳ装置１０が、コンテンツ通信判定部１３３の判定結
果に基づいて、子通信端末装置２０－Ｃとコンテンツ通信する場合について説明した。
　変形例２のＮＡＳ装置１０は、コンテンツ通信判定部１３３の判定結果に基づいて、所
定の時間のみ子通信端末装置２０－Ｃとコンテンツ通信する場合について説明する。
　なお、上述した実施形態、及び変形例１と同様の構成については、同一の符号を付して
説明を省略する。
【００５９】
　コンテンツ通信判定部１３３は、許可識別情報ＷＬに子端末識別子ＩＤ２－Ｃが登録さ
れたタイミングから、所定の時間以内であれば子通信端末装置２０－ＣとＮＡＳ装置１０
との間においてコンテンツ通信すると判定する。また、コンテンツ通信判定部１３３は、
許可識別情報ＷＬに子端末識別子ＩＤ２－Ｃが登録されたタイミングから、所定の時間が
経過した後、子通信端末装置２０－ＣとＮＡＳ装置１０との間においてコンテンツ通信し
ないと判定する。所定の時間は、例えば、予め定められた時間であってもよく、親ユーザ
が設定する時間であってもよい。許可識別情報ＷＬに子端末識別子ＩＤ２－Ｃが登録され
たタイミングとは、例えば、親通信端末装置２０－Ｐから通信許可情報ＣＡを受信したタ
イミングであってもよく、登録部１３２が通信許可情報ＣＡに基づいて、子端末識別子Ｉ
Ｄ２－Ｃを許可識別情報ＷＬに登録する処理が行われたタイミングであってもよい。
【００６０】
　以上説明したように、変形例２のＮＡＳ装置１０は、コンテンツ通信判定部１３３が、
子端末識別子ＩＤ２－Ｃが許可識別情報ＷＬに登録されたタイミングから所定の時間内で
あれば、子通信端末装置２０－Ｃとコンテンツ通信すると判定する。
　ここで、親ユーザは、ＮＡＳ装置１０とのコンテンツ通信を許可した子通信端末装置２
０－Ｃであっても、子通信端末装置２０－ＣとＮＡＳ装置１０とが恒久的にコンテンツ通
信することが好ましくないと考える場合がある。
　変形例２のＮＡＳ装置１０によれば、子通信端末装置２０－ＣとＮＡＳ装置１０とがコ
ンテンツ通信する時間を制限することができる。したがって、変形例２のＮＡＳ装置１０
によれば、子通信端末装置２０－ＣとＮＡＳ装置１０とが恒久的にコンテンツ通信するこ
とを抑制することができる。
【００６１】
　なお、上述では、親ユーザが親通信端末装置２０－Ｐの操作部２３０に通信許可情報Ｃ
Ａを入力する場合について説明したが、これに限られない。親通信端末装置２０－Ｐは、
例えば、親通信端末装置２０－Ｐの電話帳機能に登録されている電話番号に対して、通信
許可情報ＣＡを付す機能を有していてもよい。この場合、親通信端末装置２０－Ｐは、予
めＮＡＳ装置１０に電話番号に通信許可情報ＣＡが付された情報を送信する。ＮＡＳ装置
１０は、許可要求情報ＲＱを送信する送信元の子通信端末装置２０－Ｃ１の電話番号が、
当該情報に含まれている場合、当該情報に基づいて、許可識別情報ＷＬに加入者識別子Ｉ
Ｄを登録する。
【００６２】
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　なお、上述の実施形態、及び変形例において、Ｗｉ－Ｆｉ無線通信部１１０、及びＬＴ
Ｅ無線通信部１２０とは、許可要求受信部の一例である。また、上述の実施形態、及び変
形例において、Ｗｉ－Ｆｉ無線通信部１１０、及びＬＴＥ無線通信部１２０とは、通信許
可情報受信部の一例である。また、上述の実施形態、及び変形例において、Ｗｉ－Ｆｉ無
線通信部１１０、及びＬＴＥ無線通信部１２０とは、通信部の一例である。また、上述の
実施形態、及び変形例において加入者識別子ＩＤとは、識別情報、及び加入者情報の一例
である。
【００６３】
　なお、上記の各実施形態におけるＮＡＳ装置１０、及び通信端末装置２０が備える各部
は、専用のハードウェアにより実現されるものであってもよく、また、メモリおよびマイ
クロプロセッサにより実現させるものであってもよい。
【００６４】
　なお、ＮＡＳ装置１０、及び通信端末装置２０が備える各部は、メモリおよびＣＰＵ（
中央演算装置）により構成され、ＮＡＳ装置１０、及び通信端末装置２０が備える各部の
機能を実現するためのプログラムをメモリにロードして実行することによりその機能を実
現させるものであってもよい。
【００６５】
　また、ＮＡＳ装置１０、及び通信端末装置２０が備える各部の機能を実現するためのプ
ログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録された
プログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより処理を行ってもよ
い。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェア
を含むものとする。
【００６６】
　また、「コンピュータシステム」は、ＷＷＷシステムを利用している場合であれば、ホ
ームページ提供環境（あるいは表示環境）も含むものとする。
　また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気
ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハー
ドディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」
とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送
信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合
のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定
時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した
機能の一部を実現するためのものであってもよく、さらに前述した機能をコンピュータシ
ステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよ
い。
【００６７】
　以上、本発明の実施形態を、図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施
形態に限られるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更を加えることが
できる。上述した各実施形態に記載の構成を組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【００６８】
１０…ＮＡＳ装置、２０…通信端末装置、２０－Ｐ…親通信端末装置、２０－Ｃ、２０－
Ｃ１、２０－Ｃ２…子通信端末装置、１１０、２１０…Ｗｉ－Ｆｉ無線通信部、１２０、
２２０…ＬＴＥ無線通信部、１３１…指示部、１３２…登録部、１３３…コンテンツ通信
判定部、２３０…操作部、２４０…表示部、１４０、２６０…記憶部、ＣＴ…コンテンツ
情報、ＣＡ…通信許可情報、ＲＱ…許可要求情報、ＷＬ…許可識別情報、ＤＲ…指示情報
、ＩＤ…加入者識別子、ＩＤ１…ＮＡＳ識別子、ＩＤ２…端末識別子、ＩＤ２－Ｐ…親端
末識別子、ＩＤ２－Ｃ、ＩＤ２－Ｃ１、ＩＤ２－Ｃ２…子端末識別子
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